
　令和６年４月１日～令和11年3月31日

㎡　 ｍ　× ｍ

販 売 品 目 　仕様書（１ （１） ）のとおり。

設置（貸付）
面 積

1.11

（電話）

電 気 料 金
　子メータを設置し、電気使用料は月ごとに市が発行する納付書により、指定す
る期限までに納付すること。

物　件　調　書　（施　設　概　要　書）

物 件 番 号

施 設 名 称 盛岡バスセンター 施 設 用 途 バ ス 待 合 所

契約(貸付)期間1

直 営所 在 地 盛岡市中ノ橋通一丁目13-3・13-6 運 営 形 態

販 売 実 績
130円～
160円

4,506本
（R4.10.1～R5.3.31　）

7,174本
（R5.4.1～R5.10.31)

-利 用 者 数 職員（従事者）数

設 置 場 所
[ 台 数 ]

バス待合所内［１台］ 屋内外の別 建物（屋内）

新設既設の別 既設
現在の販売
価　 格　 帯

待合室1,100人/日（R5.5調査実績）
（年間409,000人利用見込み）

10,169円予 定 価 格

設置場所位置図

019-626-7519

特 記 仕 様 ・使用済容器回収箱は2個設置すること。

　（間口）×（奥行）＝ 2.11 0.53

問 合 せ 先 （担当課） 交通政策課 （担当者） 三浦　佑太郎

バスターミナル

国道106号

待合所



　令和６年４月１日～令和11年3月31日

0.71㎡ ｍ　× ｍ

0.25㎡ ｍ　× ｍ

（電話） 019-626-7519

特 記 仕 様

・設置場所①には自動販売機、設置場所②には使用済容器回収箱を
それぞれ設置すること。
・設置場所②の使用済回収箱の設置については、転倒や飛散防止の
ための措置を講ずること。
・設置場所②の使用済回収箱の設置場所は、契約期間中に変更する
場合がある。

設置場所位置図

問 合 せ 先 （担当課） 交通政策課 （担当者） 三浦　佑太郎

0.45 0.56

設置（貸付）
面 積

0.96 ㎡

0.79 0.91
設置

場所① （間口）×（奥行）＝

（間口）×（奥行）＝
設置

場所②

販 売 品 目 　仕様書（１ （１） ）のとおり。 予 定 価 格 8,795円

電 気 料 金
　子メータを設置し、電気使用料は月ごとに市が発行する納付書により、指定する
期限までに納付すること。

設 置 場 所
[ 台 数 ]

バス停留所脇［１台］ 屋内外の別 建物（屋内）

新設既設の別 既設
現在の販売
価　 格　 帯

130円～
170円

販 売 実 績

601本
（R4.10.1～R5.3.31　）

1,038本
（R5.4.1～R5.10.31)

所 在 地 盛岡市中ノ橋通一丁目13-3・13-6 運 営 形 態 直 営

利 用 者 数 把握していない 職員（従事者）数 -

物　件　調　書　（施　設　概　要　書）

物 件 番 号 2 契約(貸付)期間

施 設 名 称 盛岡バスセンター 施 設 用 途 バス停 留所

バスターミナル

国道106号

待合所



　令和６年４月１日～令和11年3月31日

㎡　 ｍ　× ｍ

（電話） 019-626-7519

特 記 仕 様 ・　特になし

設置場所位置図

問 合 せ 先 （担当課） 交通政策課 （担当者） 三浦　佑太郎

設置（貸付）
面 積

1.38 　（間口）×（奥行）＝ 1.50 0.92

販 売 品 目 　仕様書（１ （１） ）のとおり。 予 定 価 格 12,643円

電 気 料 金
　子メータを設置し、電気使用料は月ごとに市が発行する納付書により、指定す
る期限までに納付すること。

設 置 場 所
[ 台 数 ]

バス停留所脇［１台］ 屋内外の別 建物（屋内）

新設既設の別 既設
現在の販売
価　 格　 帯

120円～
230円

販 売 実 績

2,723本
（R4.10.1～R5.3.31　）

3,924本
（R5.4.1～R5.10.31)

所 在 地 盛岡市中ノ橋通一丁目13-3・13-6 運 営 形 態 直 営

利 用 者 数 把握していない 職員（従事者）数 -

物　件　調　書　（施　設　概　要　書）

物 件 番 号 3 契約(貸付)期間

施 設 名 称 盛岡バスセンター 施 設 用 途 バ ス 停 留 所

バスターミナル

国道106号

待合所


